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平成 31 年第４回稲城市教育委員会定例会 

 

１ 平成 31 年４月 17 日、午前 10 時から、消防署講堂において、平成 31 年第４回稲 

城市教育委員会定例会を開催する。 

 

１ 教育長及び出席委員は、次のとおりである。 

加藤 明（教育長） 

城所 正彦 

今泉 浩史 

澁谷 香織 

杉本 真紀子 

    

１ 出席説明員は、次のとおりである。 

教育部長       石田 昭男 

教育指導担当部長   大川 優 

教育総務課長     町田 義信 

学務課長       中島 英 

指導課長       岸 知聡 

生涯学習課長     関口 美鈴 

学校給食課長     山本 有美 

図書館課長      佐藤 由美子 

 

１ 職務のため出席する職員は、次のとおりである。 

教育総務課教育総務係長 斎藤 晃二 

教育総務課教育総務係  鈴木 奏子 

 

１ 会議に付された事項は、次のとおりである。 

（１）日程第１  会議録署名委員の指名 

（２）日程第２  会期の決定 

（３）日程第３  教育行政報告 

  （４）日程第４  第 13 号議案 

「稲城市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則について」 

  （５）日程第５  第 14 号議案 

           「稲城市社会教育委員の委嘱について」 

  （６）日程第６  第 15 号議案 

           「令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書採択要領について」 

  （７）日程第７  第 16 号議案 

「令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書の調査・研究の諮問

について」 
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（８）日程第８  第 17 号議案 

           「令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書採択要領について」 

  （９）日程第９  第 18 号議案 

「令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書の調査・研究の諮問

について」 

  （10）日程第10  第 19 号議案 

「令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科用図書採

択要領について」 

  （11）日程第11  第 20 号議案 

「令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科用図書の

調査・研究の諮問について」 
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教 育 長  ただいまから平成31年第４回稲城市教育委員会定例会を開催いたします。 

      それでは、日程第１ 本日の「会議録署名委員」について、お諮りいたしま 

す。前例に従いまして教育長指名といたしたいと思います。ご異議ございませ

んでしょうか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

教 育 長  ご異議なしと認めます。よって、本日の会議録署名委員は、杉本委員にお願 

いいたします。 

      次に、日程第２「会期の決定」についてをお諮りいたします。本定例会の会 

期を本日１日とすることにご異議ございませんでしょうか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

教 育 長  ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決しました。 

      次に、本日は議事の進行の都合により、日程第３ 教育行政報告、日程第４ 

 第13号議案、日程第６ 第15号議案、日程第７ 第16号議案、日程第８ 第

17号議案、日程第９ 第18号議案、日程第10 第19号議案、日程第11 第20

号議案を先に行い、その後、日程第５ 第14号議案を行うことといたします。 

       それでは、日程第３「教育行政報告」です。教育行政報告につきましては、 

各課長より報告いたします。 

 

〔 教育行政報告 〕 

 

教育総務課長  １ 教育委員会後援名義について 

      ２ 平成31年４月東京都市教育長会庶務課長会定例会について 

      ３ 寄附について 

      ４ 学校開放事業について 

 

学務課長  １ 平成31年３月分不登校による欠席児童・生徒数について 

      ２ 平成31年度児童・生徒数、学級数（平成31年４月７日現在）について 

     

指導課長  １ 担当者事業について 

      ２ 推進事業について 

      ３ その他について 

４ 教育センター関係について 

 

生涯学習課長  １ 社会教育活動の振興について 

２ 芸術文化活動の振興について 
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３ 文化財の保護と普及について 

      ４ 生涯学習推進事業について 

      ５ 学校施設コミュニティ開放事業について 

６ 放課後子ども教室参加状況について 

７ 公民館主催事業の実施状況について 

８ iプラザの主な主催事業の実施状況（１月分）について 

      ９ 平成31年３月生涯学習課利用統計について 

 

学校給食課長  １ 平成30年度給食調理数について 

       ２ 平成30年度学校給食野菜に関する情報交換会について 

      ３ 平成31年度第１回給食主任会について 

 

図書館課長  １ 市主催事業について 

      ２ 中央図書館主催事業(SPC運営)について 

      ３ 分館の主催事業について 

      ４ 城山体験学習館の主な事業について 

      ５ 地域との連携について 

      ６ 学校との連携について 

      ７ 図書館の利用状況(平成31年３月)について 

 

教 育 長  教育行政報告が終わりました。 

      次に、日程第４ 第13号議案「稲城市立学校体育施設の開放に関する規則の 

一部を改正する規則について」を議題といたします。 

      本案につきましては、学校体育施設の開放業務に関して、団体利用登録の登 

録証の受取場所を増やすなど、登録者及び管理指導員の利便性を高めるため、

稲城市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する必要があるので

本案を提出するものでございます。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。教育総務課長。 

 

教育総務課長  それでは、13号議案「稲城市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改 

正する規則」につきまして、補足してご説明いたします。 

      議案書及び議案概要説明書、新旧対照表をご覧いただけますでしょうか。 

      まずこの学校施設の開放業務につきましては、先ほど申し上げましたが、こ 

の４月に体育課が市長部局に移ったことに伴いまして、この業務の内容が学校

施設の貸し出しという観点から、教育委員会が行うべき業務として、教育総務

課のほうがこの業務を引き継いだものでございます。 

      それから今回のこの改正の具体的な内容でございますが、議案概要説明書に 

沿ってご説明をさせていただきます。 

      まず、内容は様式の変更でございます。一つ目、様式第１号でございます。 
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こちらは学校体育施設の開放利用団体の登録申請書の様式でございます。こち

らにつきまして、新規ですとか更新ですとか、そういった申請内容の記載欄を

新たに設けました。それから、既に登録番号をお持ちの団体の場合、その登録

番号を記載していただくような欄を追加しております。それから、施設利用責

任者のメールアドレス、こちら連絡用としてメールアドレス欄を追加しており

ます。それから、体育連盟等の連盟への加盟の有無の記載がある。それから、

市民への団体紹介を希望するか・しないかといった欄。それから登録証の受取

場所の記載欄、こちらいろいろな場所で受け取れるようなサービスといいます

か、そういったことにしましたのでそういった欄を設けております。それから

受取書収受欄及び教育委員会の使用欄を追加しております。 

      次に、様式第１号の附属様式でございます。こちらにつきましては、団体の 

構成員の名簿の様式になっております。こちらにつきまして、Ａ４の縦からＡ

４横に改めております。それから種別の記載欄、それからチェック欄を追加し

ております。それから年齢の欄でございますが、年齢を何歳と記載していただ

くところを生年月日を書いていただくような記載に改めております。 

      次に、様式第３号でございますが、こちらは、使用日誌、使用が終わった後 

に報告していただくのですけど、その使用日誌の様式につきまして、個人回答

用と団体回答用が一つの様式となっておりましたが、ちょっとこれがわかりづ

らいということでしたので、わかりやすくするために、個人用と団体用の様式

を別に分けたというものでございます。 

施行期日につきましては、公布の日としております。 

      説明は以上でございます。 

 

教 育 長  以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいた 

します。今泉委員。 

 

今泉委員  質問です。附属様式のほうなんですけれども、先ほど説明で、年齢は生年月 

日で記載していただくということになりましたということでしたが、そうした

らこの年齢というのを省いてしまってよろしいんじゃないかなというふうに

思いますがいかがでしょうか。年齢というのはあくまで15とか21とかというの

を書くものが年齢になるもので、生年月日という形でよろしいかなというとこ

ろと、あともう一点、様式第１号及びまた附属様式のほうなのですけれど、様

式第１号の右肩、これ日本語の問題かもしれないんですけれども、右肩のとこ

ろは「登録番号をお持ちの方のみご記入ください」、表の下のほうの米印です

ね、「太枠内をご記入ください」、その下は「記入してください」。で、附属様

式のほうは「ご記入ください」なので、様式第１号の米印二つ目も「ご記入を

ください」でよろしいんではないかなと。この２点です。 

 

教 育 長  教育総務課長。 
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教育総務課長  まず、附属様式のところの構成員につきましては、ご指摘のとおり、年齢と 

いうよりも生年月日ですので、そのまま生年月日を書けばいいのかなと思って、

意図としましては、事務局側としては年齢を確認するために生年月日を書いて

いただくということでそういった意味で、年齢と書いたわけでございますが、

確かに生年月日、記載していただく側としては生年月日を書くという欄でござ

いますので、そのほうがわかりやすいのかなというところで、すみません、こ

ちらについてはちょっと検討させていただきたいと思います。 

      続きまして、様式第１号の登録申請のほうでございますが、確かに米印のと 

ころにつきまして、「太枠をご記入ください」というような記載欄があって、

上のほうには登録番号をご記入くださいというところでございますが、この辺

もこの記載がわかりやすいかという思いで、こういうふうに書いたわけでござ

いますが、この辺につきましても、今後運用していただく中でわかりづらいと

いうことであれば、検討していきたいと思います。 

 

教 育 長  今泉委員。 

 

今泉委員  後段のほうなんですけれども、語尾をそろえたらどうですかという意味合い 

になります。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  わかりました。この辺の文言はそろえたほうがわかりやすいということはあ 

りますので、そろえたいと思います。 

 

教 育 長  ほかに。杉本委員。 

 

杉本委員  様式第１号の中で、これは変更したところではないんですけれど、確認です 

が、登録者数という文言と、表の右側の真ん中あたりです、登録者数とその下

に団体構成員とありますけれど、登録者数イコール団体の構成員ということな

んでしょうか。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  そうですね。別紙でメンバー表を出していただいた人数がここに、登録者数 

のところに記載をしていただくようになっております。 

 

教 育 長  杉本委員。 
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杉本委員  それでしたら、登録者数という言葉ですと、その次の団体構成員名簿に入れ 

る人数と、この人と同じというふうに、ちょっとわかりにくいと思いますので、

この登録者数は例えば構成員数とかにしたほうがわかりやすいかなと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  そうですね。ご指摘のとおり同じことを言っているのに言葉が違うとわかり 

づらいところがあるかと思いますので、検討していきたいと思います。 

 

杉本委員  次の質問、いいですか。 

 

教 育 長  新規に。杉本委員。 

 

杉本委員  はい、今の件はわかりました。同じような質問なので申しわけないんですが、 

その下のほうに、もうちょっと下の段ですけれど、市民への団体紹介とあるん

ですが、それも課長のご説明ですと、団体紹介を希望するか・しないかをチェ

ックしていただくとおっしゃいましたけれども、それでしたら希望する・希望

しないのほうが、意思確認としてわかりやすいかも。紹介する・紹介しないで

すと、紹介するの主語が誰なのか、それが曖昧で、私が紹介しますよというつ

もりで入れるのか、それとも希望するということで入れるのかで、わかりやす

さが変わってきますし、意味合いも変わってくると思いますので、先ほどのよ

うなご説明の趣旨でしたら希望する・希望しないの言葉のほうが適切ではない

かと思います。いかがでしょうか。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  そうですね、趣旨としては自分たちのメンバーを増やしたい団体だとかは、 

こういう団体ないのかという問い合わせに対して、ご紹介する・しないですけ

れども、要はそれを紹介することを希望する・しないという趣旨でございます

ので、こちらのほうも内容についてもう一度確認いたしまして、もう少しわか

りやすい方法に改めていくと。 

 

杉本委員  結構です。すみません。別の質問をいいですか。 

 

教 育 長  別の質問。杉本委員。 

 

杉本委員  これも変更箇所ではないんですけれども、確認をさせてください。遵守事項 

のところに「学校の施設及び器具等を大切に使い」とありますけれど、学校の



8 

施設を借りるということはイコール器具を借りるということなのか、それとも

器具を借りるなら借りるで、例えばバレーボールでこの体育館を借りますとな

ったら、もうそれ何らかの届け出をして、ポールを借りる、いくつ借りる、ネ

ットを借りるという届け出も別にあるのか、その辺のルールを教えてください。 

もう一点、遵守事項２の「事故が発生した場合は、自己の責任とします」と

ありますけれど、明らかの施設の瑕疵による事故の場合の扱いの規定があるか

どうか、以上２点ご確認させてください。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  例えば体育館を使ったときにバレーボールをするとしたら、バレーボールの 

ネットだとかというのは、特に届け出なしで、体育館を使ってその中で使える

ところは使っていただくというようなものなので、改めてまた別途ということ

ではないということです。 

      それから２点目の事故でございますが、こちらにつきましては、例えば器具 

が壊れていたら市はどうするといった取り決めはないと、現在はそういうとこ

ろでございます。 

 

教 育 長  杉本委員。 

 

杉本委員  器具が壊れているというよりも、例えば、器具が壊れていたことによって、 

それで手をかけたら手が切れちゃったとか、そういう明らかにこれは学校の管

理の施設上の問題でけがをしてしまったという、そういう場合の規定です。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  今、杉本委員おっしゃったような規定は特にこういう場合、市のほうで賠償 

するだとかそういった規定は、今のところございませんが、通常そうなった場

合のケース・バイ・ケースだと思うんですけれども、市に過失があった場合は

賠償せざるを得ないような状況があると認識しております。 

自己責任につきましては、通常の学校開放によって使用するものについて、 

逸脱したちょっと危険な行為でありますとか、使用を想定していないような行

為をしてしまった場合の事故だとかに関しましては、自己責任という意味でこ

ちらを記載しております。 

      また、通常の使い方でありますが、こちらの管理責任によって、けが・重大 

事故が起こった場合は、市で保険に入っておりますので、そちらを適用すると

いうことになっております。 

 

教 育 長  杉本委員。 
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杉本委員  よくわかりました。ありがとうございました。 

 

教 育 長  よろしいですか。ほかに。 

教育総務課長。 

 

教育総務課長  先ほど、いくつかご質問ございましたが、まず様式第１号の年齢につきまし 

ては、運用の中で、これまで年齢としていたところもございますが、年齢を削

るよう改めてさせていただきたいと思います。 

      続きまして、「ご記入ください」でありますが、その辺の言葉の統一でござい 

ますが、そちらは統一させていただくようにいたします。 

それから、様式第１号の市民への紹介、団体紹介につきましては、希望をす

るということで、する・しないというような表記にさせていただきます。変更

させていただいて、改正させていただきたいと思っております。 

 

教 育 長  今泉委員。 

 

今泉委員  じゃあこの文言に書いてある年齢は削除するということでよろしいですか。 

 

教 育 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  何度も申しわけございませんでした。こちらの欄につきましては、年齢を削 

り生年月日に改めさせていただきます。すみませんでした。 

 

今泉委員  承知いたしました。 

 

教 育 長  ではほかに質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。これよ 

り第13号議案「稲城市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則について」を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって第13号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第６ 第15号議案、日程第７ 第16号議案は、提案理由の説明を 

それぞれ行い、その後に質疑採決を行うことといたします。 

      それでは、日程第６ 第15号議案「令和２年度使用稲城市立小学校教科用図 

書採択要領について」を議題といたします。 

本案につきましては、令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書の採決に伴 
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い、その機能を適正かつ公正に進める必要があるので、本案を提出するもので

ございます。 

詳細につきましては、指導課長より説明いたします。指導課長。 

 

指導課長  令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書採択要領案につきまして、ご説明 

を申し上げます。本案は小学校学習指導要領の改訂に基づき、令和２年度より

稲城市立小学校において使用する教科書の採択に向け、採択要領を定めるもの

でございます。それでは採択要領案を項目ごとにご説明を申し上げますので、

１ページをご覧ください。 

      １、目的でございます。この要領は、「地方教育行政の組織及び運営に関する 

法律」及び「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の規定に

基づき、稲城市公立小学校において使用する教科用図書の採択を適正かつ公正

に行うため、必要な事項を定めるといたしました。 

      ２、採択の方法でございます。文部科学省作成による「小学校教科書目録（令 

和２年度使用）」に搭載されている教科書のうちから、種目ごとに採択すると

いたしました。 

      ３、採択の方針でございます。（１）留意事項として２点ございます。１点目 

といたしまして、平成27年に総合教育会議で決定いたしました、稲城市立小・

中学校教科用図書採択についての方針を踏まえ、採択権者である稲城市教育委

員会が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行うこと。２点目といたし

まして、稲城市の実情に応じて、創意・工夫することといたしました。（２）

には、専門的な調査研究が十分行われるよう配慮すること等の方針を記載して

ございます。（３）といたしまして、調査研究につきましては、主に内容と構

成上の工夫について調査研究を行うことといたしました。 

      ２ページをご覧ください。４、採択の時期でございます。義務教育諸学校の 

教科用図書の無償措置に関する法律施行令の定めるところにより、令和元年８

月31日までに採択をお願いいたします。 

      ５、採択のための機関・組織・職務でございます。（１）教育委員会、（２） 

審議会、（３）調査研究委員会、この三つの機関、組織、職務を記載のとおり

定めてまいりたいと存じます。 

      ３ページをご覧ください。（２）の審議会につきましては、保護者代表２人、 

学識経験者１人、小学校長12人からの15人で組織いたします。審議会において

調査研究を行い、その結果を教育委員会にご報告いただくものでございます。 

      （３）調査研究委員会につきましては、審議会の下部組織として、調査研究 

委員会を設置し、教科用図書の調査研究を行ってまいります。調査研究委員会

の種類につきましては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家

庭、体育、外国語、特別の教科道徳でございます。 

      ４ページの６、留意事項をご覧ください。（１）といたしまして、公正な採択 

を期するため、公表については慎重に取り扱うものといたします。 
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      ５ページをご覧ください。（２）といたしまして、公正確保のため審議会委員 

及び調査研究委員会委員には、次の各項に該当する者はなることができないと

して、配偶者や三親等以内の親族に教科書発行者の役員及び従業員がいる者や、

教科用図書及び教科用指導書の著作に参加又は協力した者などを定めたいと

存じます。 

      ７、８、９につきましては、記載のとおりでございます。 

      説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  以上で第15号議案の提案理由の詳細説明が終わりました。 

      続きまして、日程第７ 第16号議案「令和２年度使用稲城市立小学校教科用 

図書の調査・研究の諮問について」を議題といたします。 

本案につきましては、令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書採択要領に 

基づく調査・研究について、教科用図書審議会へ諮問する必要があるので、本

案を提出するものでございます。 

詳細につきましては、指導課長より説明いたします。指導課長。 

 

指導課長  令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書の調査・研究の諮問につきまして、 

ご説明申し上げます。本案は稲城市立小学校教科用図書採択要領に基づきまし

て、教科用図書の採択を適正かつ公正に行うために、保護者代表、学識経験者、

小学校長から成る審議会に調査研究を諮問するものでございます。本案をご承

認いただきました後に、審議会長に諮問をしていただきまして、令和元年７月

31日までに答申を受けていただき、８月の教育委員会におきまして採択をお願

いする予定でございます。 

      説明は以上とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  以上で、第16号議案の提案理由の詳細説明が終わりました。これより第15号 

議案及び第16号議案の質疑をお願いいたします。よろしいですか。 

      杉本委員。 

 

杉本委員  採択要領の案の、３、採択の方針の（１）の②稲城市の実情に応じてという 

ことですけれど、審議会としては稲城市の実情というのを例えば具体的にどん

なことがあるとお考えでしょうか。 

 

教 育 長  指導課長。 

 

指導課長  稲城市の実情につきましては、例えば稲城市の子供たちの実態を踏まえ、そ 

の学力の定着が図られるような構成になっているかということ。また、第二次

稲城市教育振興基本計画の中に示されている教育の柱としてＥＳＤがござい

ます。そのようなＥＳＤの視点が扱われているかどうかという点、また、稲城
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市の子供たちが身近に感じられたり、興味、関心を持っていたりするような題

材を扱っているかなどの点が想定されます。 

 

教 育 長  杉本委員。 

 

杉本委員  ありがとうございます。確かに今、お話のとおりというふうに私も感じてお 

ります。そこでなんですが、調査・研究をする調査研究委員になる方々にやは

りこの採択要領に稲城市の実情にといっても、その稲城市の実情というのはや

はり捉え方がさまざまあると思います。今ここで確認させていただきましたの

は、私たちも調査・研究の報告を受けたときにそれに沿った調査・研究をして

いるかという、そこのところも受け止めながら、採択に向けて、判断をしてい

きたいと思いますので、特にこれは曖昧に考えればいろんな解釈ができますの

で、学校と調査研究委員のほうにきちっとした説明をお願いしたいと思います。 

 

教 育 長  指導課長。 

 

指導課長  審議会の委員、また調査研究委員が調査研究を行うに当たりまして、第１回 

の審議会及び第１回の調査研究委員会につきましては、指導課より採択要領の

具体的な説明を行う予定でございます。その中で今申し上げたことを説明して

まいりたいと考えております。 

 

教 育 長  杉本委員。 

 

杉本委員  別件でいいですか。 

      それでは、最後５ページの８、その他（３）教科書展示会の利用については 

別途定めるとありますけれども、今回展示会の開催方法をどのようにお考えで

しょうか。 

 

教 育 長  指導課長。 

 

指導課長  平成30年度の展示会につきましては、展示期間を定めまして、稲城市役所、 

中央図書館、ふれんど平尾におきまして、見本本を展示しております。平成31

年度の展示会につきましても同様の形式で実施するように現在検討している

ところではございますが、まだ見本本が届いておりませんので、具体的な展示

方法につきましては、その見本本の冊数等鑑みながら定めて参りたいと考えて

おります。 

 

教 育 長  杉本委員。 
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杉本委員  そのようなさまざまな具体的な実情から最終的に適切なご判断をいただけ 

ればと思いますが、前回のときに市民の方々からご意見として、市役所での窓

口のあいている時間が生活の実態に合っていないというふうな、もう少し明る

くきちっと見られる状態を、もう少し時間を長くしてほしいというご要望等が

あったのではないかと記憶しております。それもどんな意見があったかという

のは細かく、それも事務局のほうで検討していただいてからと思いますけれど

も、特にこの開かれた採択というのは、もうこれは全国的な方針ですから、開

くだけ開く、ルールに従って。その上で適切な採択をするとこれが基本的な姿

勢だと思いますので、開いてほしいという声には可能な限りは答えるような姿

勢でお願いしたいと思います。意見です。 

 

教 育 長  ほかに。 

 

（ なし ） 

 

教 育 長  ほかに質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第15号議案「令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書採択要領 

について」を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって、第15号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、第16号議案「令和２年度使用稲城市立小学校教科用図書の調査・研究 

の諮問について」を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって第16号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第８ 第17号議案、日程第９ 第18号議案は提案理由の説明をそ 

れぞれ行い、その後に質疑採決を行うことといたします。 

      それでは、日程第８ 第17号議案「令和２年度使用稲城市立中学校教科用図 

書採択要領について」を議題といたします。本案につきましては、令和２年度

使用稲城市立中学校教科用図書の採択に伴い、その機能を適正かつ公正に進め

る必要があるので本案を提出するものでございます。 

詳細につきましては指導課長より説明いたします。指導課長。 

 

指導課長  令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書採択要領案につきまして、ご説明 
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を申し上げます。 

      中学校で使用する教科用図書につきましては、義務教育諸学校の教科用図書 

の無償措置に関する法律施行令の規定に基づき原則として４年に１回採択を

行うことになっております。本案は令和２年度に稲城市立中学校において使用

する教科用図書の採択に向け採択要領を定めるものでございます。 

      それでは項目ごとにご説明を申し上げますので、採択要領案の１ページをご 

覧ください。 

      １、目的でございます。この要領は、「地方教育行政の組織及び運営に関する 

法律」及び「義務教育諸学校の教科用図書無償措置に関する法律」の規定に基

づき、稲城市公立中学校において使用する教科用図書の採択を適正かつ公正に

行うため、必要な事項を定めるといたしました。 

      ２、採択の方法でございます。文部科学省の作成による「中学校教科書目録 

（令和２年度使用）」に登載されている教科書のうちから、種目ごとに採択す

ることになります。 

      ３、採択の方針でございます。（１）留意事項として２点ございます。１点目 

といたしまして稲城市立小・中学校教科用図書採択についての方針を踏まえ、

採択権者である稲城市教育委員会が自らの責任と権限において、適正かつ公正

に行うこと。２点目として、稲城市の実情に応じて、創意・工夫することとい

たしました。（２）には、専門的な調査研究が十分行われるよう配慮すること

等の方針を記載してございます。（３）といたしまして、調査研究に当たって

は、平成28年度から平成31年度までの４年間の使用実績を踏まえつつ、平成27

年度採択における調査研究の内容等を活用することができるといたしました。

これにつきましては、中学校は令和３年度より、新しい学習指導要領が全面実

施になることを受けまして、令和２年度使用中学校教科書につきましては、平

成30年度検定において、新たに合格した図書がなかったという状況がございま

す。そのため、前回の平成26年度検定合格図書等の中から、令和２年度１年間

のみ使用する教科書の採択を行うことになってございます。令和２年度使用稲

城市立中学校教科用図書の調査研究に当たりましては、平成28年度から平成31

年度までの４年間の使用実績を踏まえつつ、平成27年度採択における調査研究

の内容等を活用してまいりたいと考えております。次に（４）といたしまして、

調査研究につきましては、主に内容と構成上の工夫について調査研究を行うこ

とといたしました。 

      ２ページをご覧ください。採択の時期でございます。義務教育諸学校の教科 

用図書無償措置に関する法律施行令の定めるところにより、令和元年８月31日

までに採択をお願いいたします。 

      ５、採択のための機関・組織・職務でございます。教育委員会は、教科用図 

書の採択を適正かつ公正に行うため、教科用図書審議会を設置するとともに、

必要に応じて教科ごとに教科用図書調査研究委員会を設置することができる

といたしました。調査研究に当たって審議会を設置いたしますが、先ほど申し
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上げましたとおり、平成27年度採択における調査研究の内容等を活用すること

から、調査研究委員会につきましては、原則設置せずに審議会におきまして、

前回の調査結果を活用してまいりたいと考えております。調査研究委員会につ

きましては、必要に応じて設置することができるといたします。 

      審議会につきまして、３ページをご覧ください。③審議会の定数・組織につ 

きましては、保護者代表２人、学識経験者１人、中学校長６人からの９人で組

織いたします。審議会におきまして、調査研究を行い、その結果を教育委員会

に報告いただくものでございます。 

      ４ページをご覧ください。６、留意事項でございます。（１）といたしまして、 

公正な採択を期するため、公表については慎重に取り扱うものといたします。

（２）といたしまして、公正確保のため審議会委員及び調査研究委員会委員に

は次の各項に該当するものはなることができないとして小学校教科用図書採

択と同様に５ページに記載のとおり定めてまいりたいと存じます。 

      ７、８、９につきましては記載のとおりでございます。 

      説明は以上でございます。 

 

教 育 長  以上で第17号議案の提案理由の詳細説明が終わりました。 

      続きまして、日程第９ 第18号議案「令和２年度使用稲城市立中学校教科用 

図書の調査・研究の諮問について」を議題といたします。 

本案につきましては、令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書採択要領に

基づく調査研究について、教科用図書審議会へ諮問する必要があるので、本案

を提出するものでございます。 

詳細につきましては、指導課長より説明いたします。指導課長。 

 

指導課長  令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書の調査・研究の諮問につきまして、 

ご説明を申し上げます。本案は稲城市立中学校教科用図書採択要領に基づきま

して、教科用図書の採択を適正かつ公正に行うために保護者代表、学識経験者、

中学校長から成る審議会に調査研究を諮問するものでございます。本案をご承

認いただきました後に、審議会長に諮問をしていただきまして、令和元年７月

31日までに答申を受けていただき、８月の教育委員会におきまして、採択をお

願いする予定でございます。 

      以上説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  以上で第18号議案の提案理由の詳細説明が終わりました。 

      これより第17号議案、第18号議案の質疑をお願いいたします。 

 

（ なし ） 

 

教 育 長  質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 



16 

これより第17号議案「令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書採択要領に

ついて」を採決いたします。 

本案を原案のとおり採決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって第17号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、第18号議案「令和２年度使用稲城市立中学校教科用図書の調査・研究 

の諮問について」を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって第18号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第10 第19号議案、日程第11 第20号議案は提案理由の説明をそ 

れぞれ行い、その後に質疑採決を行うことといたします。 

      それでは、日程第10 第19号議案「令和２年度使用稲城市立小・中学校特別 

支援学級教科用図書採択要領について」を議題といたします。 

本案につきましては、令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科 

用図書の採択に伴い、その機能を適正かつ公正に進める必要があるので、本案

を提出するものでございます。 

詳細につきましては、指導課長より説明いたします。指導課長。 

 

指導課長  令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科用図書採択要領案につ 

きまして、ご説明申し上げます。小・中学校特別支援学級の教科用図書につき

ましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律の規定に基づき、毎年使用する前年度の８月

31日までに採択を行っております。本案は令和２年度使用教科用図書の採択に

向け、採択要領を定めるものでございます。 

      それでは、採択要領案、１ページをご覧ください。 

      １、目的でございます。この要領は、「地方教育行政の組織及び運営に関する 

法律」及び「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の規定に

基づき、稲城市公立小・中学校の特別支援学級において使用する教科用図書の

採択を適正かつ公正に行うために、必要な事項を定めるといたしました。 

      ２、採択の方法でございます。小学校及び中学校の検定教科書及び文部科学 

省著作教科用図書、さらに文部科学省検定外の教科用図書から、種目ごとに採

択することになります。 

      なお、小学校及び中学校の検定教科書、つまり通常の学級で使用する教科書 

が採択された場合には、稲城市立小・中学校で使用されている教科書と同一の



17 

ものを使用することとなります。 

      ３、採択の方針でございます。（１）留意事項として３点ございます。１点目 

といたしまして、稲城市小・中学校教科用図書採択についての方針を踏まえ、

採択権者である稲城市教育委員会が自らの責任と権限において適正かつ公正

に行うこと。２点目といたしまして、特別支援学級の児童・生徒の実情を十分

に配慮すること。３点目といたしまして、稲城市の実情に応じて、創意・工夫

することといたしました。（２）、（３）につきましては記載のとおりでござい

ます。 

      ２ページをご覧ください。（４）といたしまして、十分な調査研究の上、児童・ 

生徒用の教科の主たる教材として内容を具備した指導上適切なものを採択す

るといたしました。 

      ４、採択の時期でございますが、令和元年８月31日までに採択をお願いいた 

します。 

      ５、採択のための機関・組織・職務でございます。（１）教育委員会、（２） 

審議会、（３）調査研究委員会、この三つの機関、組織、職務を記載のとおり

に定めてまいりたいと存じます。（２）に審議会につきまして、３ページをご

覧ください。 

      ③審議会の定数・組織につきましては、特別支援学級設置校長６人から組織 

いたします。審議会におきまして、調査研究を行いその結果を教育委員会に報

告いただくものでございます。さらに（３）調査研究委員会につきましては、

審議会の下部組織として各特別支援学級設置校に調査研究委員会を設置し、教

科用図書の調査研究を行ってまいります。 

      ４ページ、６、留意事項でございます。（１）といたしまして、公正な採択を 

期するため、公表については慎重に取り扱うものといたします。（２）といた

しまして、公正確保のために記載のとおり定めて参りたいと存じます。 

      ５ページの７、８、９につきましては記載のとおりでございます。 

      説明は以上でございます。 

 

教 育 長  以上で第19号議案の提案理由の詳細説明が終わりました。 

      続いて、日程第11 第20号議案「令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支 

援学級教科用図書の調査・研究の諮問について」を議題といたします。 

本案につきましては、令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科 

用図書採択要領に基づく調査・研究について、特別支援学級教科用図書審議会

へ諮問する必要があるので、本案を提出するものでございます。 

詳細につきましては、指導課長より説明いたします。指導課長。 

 

指導課長  令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究の 

諮問につきましてご説明申し上げます。 

      本案は稲城市立小・中学校特別支援学級教科用図書採択要領に基づきまして、 
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教科用図書の採択を適正かつ公正に行うために、小・中学校の特別支援学級設

置校長から成る審議会に調査研究を諮問するものでございます。本案をご承認

いただきました後に、審議会長に諮問をしていただきまして、令和元年７月31

日までに答申を受けていただき、８月の教育委員会におきまして採択をお願い

する予定でございます。 

      説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより第19号議案、第20 

号議案の質疑をお願いいたします。 

 

（ なし ） 

 

教 育 長  質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

これより第19号議案「令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科 

用図書採択要領について」を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成に委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって第19号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、第20号議案「令和２年度使用稲城市立小・中学校特別支援学級教科用 

図書の調査・研究の諮問について」を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって、第20号議案は原案のとおり可決いたしました。 

次に、日程第５ 第14号議案「稲城市社会教育委員の委嘱について」を議題 

といたします。 

第14号議案は人事案件であることから、秘密会といたしたいと思いますが、 

ご異議ございませんでしょうか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

教 育 長  ご異議なしと認めます。よって、第14号議案は秘密会といたします。 

本秘密会においては、関係者以外の退席を求めます。暫時休憩します。 

 

（ 暫時休憩 ） 

※関係者以外の職員と傍聴者は退席する。 
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（これより第14号議案は秘密会） 

------------------------------------------------------------------------------ 

秘密会議録は別紙 

------------------------------------------------------------------------------ 

（これにて第14号議案の秘密会は終了） 

 

教 育 長  再開いたします。 

これより、第14号議案「稲城市社会教育委員の委嘱について」を採決いたし 

ます。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

教 育 長  挙手全員であります。よって、第14号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。これにて閉会といたします。 

 

（午前11時24分閉会） 

 


